
  

 

教育職員免許法等施行細則及び教育職員免許の更新等に関する規則の改正について 

 

１ 改正の理由 

  教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令が公布・施行され、押印が原則廃止さ

れたことを踏まえ、教育職員免許の申請手続に関する各種様式の内容を改めるものであ

る。 

 

２ 改正の概要 

（１） 教育職員免許法等施行細則 

    免許状の授与等に関する申請手続様式の押印の見直し及びその他所要の改正を

行う。 

（２） 教育職員免許の更新等に関する規則 

    免許状の更新等に関する申請手続様式の押印を廃止する。 

 ※ 詳細は、別添新旧対照表のとおり。 

 

３ 施行期日 

  令和４年３月１日 

議題第３０号
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教
育
職
員
免
許
法
等
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
４
年
２
月

日

宮
崎
県
教
育
委
員
会
教
育
長

黒
木

淳
一
郎

宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

教
育
職
員
免
許
法
等
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
免
許
法
等
施
行
細
則
（
昭
和
3
0
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
聴
聞
の
方
法
の
特
例
）

（
聴
聞
の
方
法
の
特
例
）

第
4
0
条

［
略
］

第
4
0
条

［
略
］

２
［
略
］

２
［
略
］

３
聴
聞
の
主
宰
者
は
、
証
人
に
対
し
て
証
言
を
求
め
よ
う
と
す
る
場
合
は
、

３
聴
聞
の
主
宰
者
は
、
証
人
に
対
し
て
証
言
を
求
め
よ
う
と
す
る
場
合
は
、

あ
ら
か
じ
め
宣
誓
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
証
人

あ
ら
か
じ
め
宣
誓
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
証
人

は
、
宣
誓
書
（
別
記
様
式
第
1
4
号
）
を
朗
読
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
署
名
押
印

は
、
宣
誓
書
（
別
記
様
式
第
1
4
号
）
を
朗
読
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
署
名
し
な

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
記
様
式
第
１
号
か
ら
別
記
様
式
第
６
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別記様式第１号（第29条－第29条の３関係）
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様式第２号（第29条、第31条－第33条、第34条関係）
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様式第２号の２（第30条、第33条関係）
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様式第３号（第30条、第33条関係）
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様式第４号（第30条、第33条関係）
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様式第４号の２（第31条－第33条、第34条関係）
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様式第４号の３（第31条の２関係）
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様式第５号（第32条、第33条関係）
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様式第６号（第33条、第34条関係）
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別
記
様
式
第
７
号
か
ら
別
記
様
式
第
９
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第７号（第35条、第36条関係）
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様式第８号（第36条関係）
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様式第８号の２（第36条の２関係）
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様式第９号（第37条関係）
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別
記
様
式
第
９
号
の
２
中
「
平
成
」
及
び
「
印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
1
1
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別記様式第11号（第39条関係）
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別
記
様
式
第
1
2
号
か
ら
別
記
様
式
第
1
4
号
ま
で
の
規
定
中
「
○
」
を
「
（
自
署
）
」
に
改
め
る
。

印

附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
規
則
は
、
令
和
４
年
３
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
用
紙
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
教
育
職
員
免
許
法
等
施
行
細
則
の
規
定
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要

の
事
項
を
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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教
育
職
員
免
許
の
更
新
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
４
年
２
月

日

宮
崎
県
教
育
委
員
会
教
育
長

黒
木

淳
一
郎

宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

教
育
職
員
免
許
の
更
新
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
免
許
の
更
新
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
2
1
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第
６
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
１
号
か
ら
別
記
様
式
第
８
号
ま
で
の
規
定
中
「
（
印
）
」
を
削
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
規
則
は
、
令
和
４
年
３
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
用
紙
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
教
育
職
員
免
許
の
更
新
等
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の

間
、
所
要
の
事
項
を
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


